
 

 

四日市市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３１年３月２５日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１号 

   四日市市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 四日市市議会委員会条例（昭和４２年四日市市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 改正前 

 （常任委員の任期）  （常任委員の任期） 

第３条 常任委員の任期は原則２年とし、

選任の日から起算する。ただし、後任 

者が選任されるまで在任する。 

第３条 常任委員の任期は１年とし、選

任の日から起算する。ただし、後任者

が選任されるまで在任する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（議会運営委員会の設置及び議会運営

委員の任期） 

（議会運営委員会の設置及び議会運営

委員の任期） 

第３条の２  議会に議会運営委員会を置

く。 

第３条の２  議会に議会運営委員会を置

く。 

２ （略） ２ （略） 

３  前項の委員の任期は、１年とし、選

任の日から起算する。ただし、後任者

が選任されるまで在任する。 

３  前項の委員の任期は、前条の規定を

準用する。 

  

（委員長及び副委員長） （委員長及び副委員長） 

第７条  常任委員会、議会運営委員会及

び特別委員会（以下「委員会」とい  

う。）に委員長及び副委員長１人を置

く。 

第７条  常任委員会、議会運営委員会及

び特別委員会（以下「委員会」とい  

う。）に委員長及び副委員長１人を置

く。 

２ （略） ２ （略） 

３  委員長及び副委員長の任期は、１年 ３  委員長及び副委員長の任期は、委員



                                         

   

とし、選任の日から起算する。ただ  

し、後任者が選任されるまで在任す  

る。 

の任期による。 

４  前項の規定にかかわらず、特別委員

会の委員長及び副委員長については、

特別委員の任期による。 

 

５  四日市市議会会議規則（昭和４２年

四日市市議会規則第１号。以下「会議

規則」という。）第９７条に規定する

分科会及び小委員会に会長及び副会長

１人を置く。 

４  四日市市議会会議規則（昭和４２年

四日市市議会規則第１号。以下「会議

規則」という。）第９７条に規定する

分科会及び小委員会に会長及び副会長

１人を置く。 

６  前項に規定する分科会及び小委員会

の会長及び副会長は、委員長が会議に

諮って指名する。 

５  前項に規定する分科会及び小委員会

の会長及び副会長は、委員長が会議に

諮って指名する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３１年５月１日から施行する。 

（議会事務局議事課） 


